
武 豊 町 ホ ー ム ペ ー ジ 広 告 掲 載 要 領  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 武 豊 町 広 告 掲 載 要 綱 （ 平 成 ２ １ 年 ６ 月 １ 日

施 行 。 以 下 「 要 綱 」 と い う 。 ） に 基 づ き 、 武 豊 町 ホ ー ム ペ ー ジ

（ 以 下 「 町 ホ ー ム ペ ー ジ 」 と い う 。 ） に 掲 載 す る 有 料 広 告 （ 以

下「 広 告 」と い う 。）に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。   

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て 「 広 告 」 と は 、 文 字 又 は 画 像 で 表 示 さ

れ た 情 報 で 、 指 定 す る ホ ー ム ペ ー ジ に リ ン ク す る も の を い う 。   

（ 種 類 及 び 範 囲 ）   

第 ３ 条  町 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る 広 告 は 、 バ ナ ー 広 告 と し 、 要

綱 第 ４ 条 第 ２ 項 に 定 め る と お り 町 ホ ー ム ペ ー ジ の 品 位 、 公 共 性

及 び 公 益 性 を 妨 げ な い も の で あ っ て 、 町 民 に 不 利 益 を 与 え な い

中 立 性 の あ る も の と す る 。   

（ 広 告 の 規 格 及 び 広 告 の 掲 載 料 ）   

第 ４ 条  広 告 を 掲 載 す る 規 格 及 び 掲 載 料 は 、 原 則 と し て 次 の と お

り と す る 。 広 告 表 現 に つ い て は 、 武 豊 町 ホ ー ム ペ ー ジ 広 告 表 現

ガ イ ド ラ イ ン に 定 め る も の と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 広 告 を 掲 載 す る 位 置 及 び 枠 数 ）   

第 ５ 条  広 告 の 位 置 は ホ ー ム ペ ー ジ ト ッ プ （ 掲 載 位 置 指 定 不 可 ）

と し 、 枠 数 は ６ 枠 と す る 。   

規 格   

 

大 き さ   縦 ５ ０ ピ ク セ ル ×横 １ ８ ０ ピ ク セ ル  

形 式   Ｇ Ｉ Ｆ（ ア ニ メ 不 可 、透 過 Ｇ Ｉ Ｆ 不 可 ）・

Ｊ Ｐ Ｅ Ｇ ・ Ｐ Ｎ Ｇ  

デ ー タ

容 量   

５ Ｋ Ｂ 以 下  

そ の 他  画 像 の ス ラ イ ス （ 分 割 ） 不 可  

掲 載 料  １ 枠  ５ ， ０ ０ ０ 円 ／ 月  

５ ０ ， ０ ０ ０ 円 ／ 年  



（ 広 告 の 掲 載 期 間 ）  

第 ６ 条  広 告 を 掲 載 す る 期 間 （ 以 下 「 掲 載 期 間 」 と い う 。） は １

か 月 単 位 と し 、 連 続 １ 年 分 ま で と す る 。た だ し 、町 長 が 必 要 と

認 め る と き は 、 掲 載 期 間 を 指 定 す る こ と が で き る 。  

２  シ ス テ ム の 都 合 上 、ホ ー ム ペ ー ジ を 閲 覧 で き な い 場 合 は 、広

告 を 掲 載 で き な い こ と が あ る 。  

 

附  則   

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ １ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則   

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ １ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則   

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則   

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ７ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ８ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ３ ０ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 ３ １ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 


